
 
 

京都市市税条例の一部を改正する条例（令和元年５月３１日京都市条例第   号）（行

財政局税務部税制課） 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）及び森林環境税及び森林環

境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）が公布されたこと並びに天皇の退位等に

関する皇室典範特例法（平成２９年法律第６３号）に基づく皇位の継承に伴う改元に伴い，

次のとおり必要な措置を講じることとしました。 

１ 個人の市民税 

  住宅借入金等特別税額控除について，以下の措置を講じることとします。（附則第

５条の３関係） 

ア 住宅借入金等特別税額控除の適用を令和１５年度分の個人の市民税まで延長しま

す。 

  イ 住宅借入金等特別税額控除の適用について，納税通知書が送達される時までに提

出された申告書に住宅借入金等特別税額控除に関する事項の記載があること等の要

件を不要とします。 

   寄附金税額控除に係る申告の特例について，適用対象を総務大臣が基準に適合する

都道府県，市町村又は特別区として指定する地方団体に対する寄附金とする措置を講

じることとします。（附則第６条関係） 

   前年において支払を受けた給与で年末調整の適用を受けたものを有する納税義務者

が個人の市民税に関する申告書を提出するときは，当該申告書に記載すべき事項の一

部について記載を省略することができるものとします。(第２８条関係)  

   公的年金等受給者が単身児童扶養者（児童扶養手当の支給を受けている父又は母の

うち，婚姻（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を

含む。）をしていない者又は配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）の生死の明らかでない者をいう。）に該当する場合に

は，公的年金等受給者の扶養親族等申告書にその旨を記載することとします。（第２

８条の２の３関係） 

   東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例について，以下

の措置を講じることとします。（附則第２４条の２関係） 

  ア その有する家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災の被災者等に係

る国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する警戒区域設定指示等が行われた
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日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し，当該警戒区域設定指示

等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなった者が，当該居

住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に

供されている土地等の譲渡をした場合には，特例の適用を受けることができるもの

とします。 

  イ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災の被災者等

に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する警戒区域設定指示等が行わ

れた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し，当該警戒区域設定

指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなった者の相続

人（当該家屋に居住していた者に限る。）が，当該居住の用に供することができな

くなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡を

した場合には，当該相続人は，当該家屋を被相続人がその取得をした日から所有し

ていたものとみなして，特例の適用を受けることができるものとします。 

２ 軽自動車税 

   自動車又は軽自動車の持出しが困難な区域において，当該区域内にある間に当該自

動車又は軽自動車について用途の廃止等を行ったもの（以下「対象区域内用途廃止等

自動車」という。）に代わるものと市長が認める軽自動車等を平成３１年４月１日に

取得した場合の当該取得された軽自動車等について，令和元年度分の軽自動車税に係

る徴収金に係る納税義務を免除する特例措置を講じることとします。（附則第２６条

関係） 

   日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち次のものに係る軽自動車税を非課税とし

ます。(第６８条の３関係) 

  ア 救急用の軽自動車等 

  イ 巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等 

  ウ 血液事業の用に供する軽自動車等 

  エ 救護資材の運搬の用に供する軽自動車等 

  自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する環境性能割の税率を，当

該自家用の３輪以上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日

までの間に行われたときに限り，「１００分の２」とあるのは「１００分の１」とし

ます。(附則第１６条の４の６関係) 



 
 

   令和元年度又は令和２年度に最初の車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車で

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ないものについて，当該車両番号の

指定の翌年度に次のとおり種別割の税率を軽減します。（附則第１６条の５関係） 

ア 電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車について，税率

の概ね１００分の７５を軽減します。 

イ 次の３輪以上のガソリン軽自動車について，税率の概ね１００分の５０を軽減し

ます。 

 (ア) 乗用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成３０年１０月１日以降に適

用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準（以下「平成３０年ガソリ

ン軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの

又は窒素酸化物の排出量が平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとし

て定められた排出ガス保安基準（以下「平成１７年ガソリン軽中量車基準」とい

う。）に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないものであってエネルギーの

消費効率が令和２年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められ

たもの（以下「令和２年度基準エネルギー消費効率」という。）に１００分の１

３０を乗じて得た数値以上のもの 

 (イ) 貨物用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車

基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量

が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな

いものであってエネルギーの消費効率が平成２７年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたもの（以下「平成２７年度基準エネルギー消費

効率」という。）に１００分の１３５を乗じて得た数値以上のもの 

ウ 次の３輪以上のガソリン軽自動車（イの適用を受けるものを除く。）について，

税率の概ね１００分の２５を軽減します。 

 (ア) 乗用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車基

準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が

平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えない

ものであってエネルギーの消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率に１０

０分の１１０を乗じて得た数値以上のもの 

 (イ) 貨物用の軽自動車のうち，窒素酸化物の排出量が平成３０年ガソリン軽中量車



 
 

基準に定める窒素酸化物の値の２分の１を超えないもの又は窒素酸化物の排出量

が平成１７年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えな

いものであってエネルギーの消費効率が平成２７年度基準エネルギー消費効率に

１００分の１１５を乗じて得た数値以上のもの 

   市長は，納付すべき種別割の額について，不足額が生じた原因が，偽りその他不正

の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認

定等を取り消したことによるものであるときは，当該認定等の申請をした者又はその

一般承継人を当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして，種別割に関

する規定を適用する措置を講じることとします。（附則第１７条関係） 

   対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと道府県知事が認める３輪以上の軽自

動車の取得が令和３年３月３１日までに行われたときに限り，当該取得された３輪以

上の軽自動車に係る環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する特例措置を講

じることとします。（附則第２６条関係） 

   対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと市町村長が認める軽自動車等を次の

期間に取得した場合の当該取得された軽自動車等について，それぞれ次に定める年度

分の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する特例措置を講じることとします。

（附則第２７条関係） 

  ア 平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの期間 令和２年度分 

  イ 令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの期間 令和２年度分及び令和３

年度分 

  電気軽自動車及び一定の排出ガス性能を備えた天然ガス軽自動車のうち，自家用の

３輪以上の軽自動車であって乗用のものが令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に最初の車両番号の指定を受けた場合には令和４年度分の種別割に限り，当

該自家用の３輪以上の軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に最初の車両番号の指定を受けた場合には令和５年度分の種別割に限り，税率の概ね

１００分の７５を軽減します。（附則第１６条の５関係） 

３ 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布に伴う措置 

  森林環境税導入に伴い，所要の規定整備を行います。（第５条，第３０条，第３２条

の８，第３２条の８の１０関係） 

４ その他 



 
 

 その他必要な規定の整備を行います。 

５ 施行期日 

  上記１ 及び２ の改正は公布の日から，上記１ の規定は令和元年６月１日から，

上記２ から までの改正は令和元年１０月１日から，上記１ から までの改正は令

和２年１月１日から，上記２ の改正は令和３年４月１日から，上記３の改正は令和６

年１月１日から施行します。 

 



 
 

 京都市市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和元年５月３１日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市税条例の一部を改正する条例 

第１条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第５条の３第１項中「平成４３年度」を「令和１５年度」に，「平成３３年」を

「令和３年」に，「附則第５条の４の２第６項」を「附則第５条の４の２第５項」に，

「同条第９項」を「同条第７項」に改め，同条第２項を削り，同条第３項中「第１項

の」を「前項の」に改め，同項を同条第２項とする。 

附則第６条中「第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金」を「第３１４条の７第

２項に規定する特例控除対象寄附金」に改め，「おいて」を削る。 

附則第７条第１項第１号中「第３２項第３号」を「第３３項第３号」に，「第４４

項」を「第４５項」に改め，同項第２号中「第３２項第２号」を「第３３項第２号」に

改め，同項第３号中「附則第１５条第１８項本文」を「附則第１５条第１９項本文」に

改め，同項第４号中「附則第１５条第３２項第１号」を「附則第１５条第３３項第１

号」に，「第３７項」を「第３８項」に改め，同項第５号中「附則第１５条第３９項」

を「附則第１５条第４０項」に改め，同項第６号中「附則第１５条第４３項」を「附則

第１５条第４４項」に改め，同項第７号中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条

第４７項」に改める。 

附則第８条の２の見出し中「平成３１年度」を「令和元年度」に，「平成３２年度」

を「令和２年度」に改め，同条第１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に，

「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改め，同条第２項中「平成３２年度分」を

「令和２年度分」に改める。 

附則第９条の前の見出し及び同条，附則第９条の２並びに附則第１０条（見出しを含

む。）中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１１条の見出し及び同条第１項から第５項までの規定中「平成３１年度」を

「令和元年度」に改め，同条第６項及び第７項中「平成３２年度」を「令和２年度」に

改める。 

附則第１１条の２の見出し並びに同条第１項及び第２項前段中「平成３１年度」を

５



 
 

「令和元年度」に改め，同条第３項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条

第４項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め，同条第５項及び第６項中「平成３

２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第１２条の２，附則第１４条の前の見出し及び同条，附則第１４条の２，附則第

１５条（見出しを含む。）並びに附則第１６条の２中「平成３２年度」を「令和２年

度」に改める。 

附則第１６条の５第１項表以外の部分中「３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条

において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月

の属する年度以後の年度分」を「平成１８年３月３１日までに初めて道路運送車両法第

６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指

定」という。）を受けた３輪以上の軽自動車に対する令和元年度分」に改め，同条第２

項から第４項までを削り，同条第５項中「附則第３０条第６項」を「附則第３０条第２

項」に，「平成３１年度分」を「令和元年度分」に，「第２項」を「次」に改め，同項

に次の表を加える。 

第７０条第２号ウ(イ) ３，９００円 １，０００円 

第７０条第２号ウ(ウ) ６，９００円 １，８００円 

１０，８００円 ２，７００円 

３，８００円 １，０００円 

５，０００円 １，３００円 

附則第１６条の５第５項を同条第２項とし，同条第６項中「附則第３０条第７項」を

「附則第３０条第３項」に，「平成３１年度分」を「令和元年度分」に，「第３項」を

「次」に改め，同項に次の表を加える。 

第７０条第２号ウ(イ) ３，９００円 ２，０００円 

第７０条第２号ウ(ウ) ６，９００円 ３，５００円 

１０，８００円 ５，４００円 

３，８００円 １，９００円 

５，０００円 ２，５００円 

附則第１６条の５第６項を同条第３項とし，同条第７項中「附則第３０条第８項」を

「附則第３０条第４項」に，「平成３１年度分」を「令和元年度分」に，「第４項」を

「次」に改め，同項に次の表を加える。 

第７０条第２号ウ(イ) ３，９００円 ３，０００円 

第７０条第２号ウ(ウ) ６，９００円 ５，２００円 
   



 
 

   

 １０，８００円 ８，１００円 

 ３，８００円 ２，９００円 

 ５，０００円 ３，８００円 

附則第１６条の５第７項を同条第４項とする。 

附則第１７条の３第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め，同条第２項中

「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。 

附則第１７条の６第４項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」に改

める。 

附則第１８条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第２４条中「と，同条第２項第２号中「租税特別措置法第４１条の２の２」とあ

るのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１３条

第１項の規定により適用される租税特別措置法第４１条の２の２」」を削る。 

附則第２６条中「期間中」を「期日又は期間中」に改める。 

附則第２７条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。 

第２条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

第１６条中「寡夫」の右に「，単身児童扶養者」を加える。 

第２８条中第８項を第９項とし，第５項から第７項までを１項ずつ繰り下げ，同条第

４項の次に次の１項を加える。 

５ 第１項又は前項の場合において，前年において支払を受けた給与で所得税法第１９

０条の規定の適用を受けたものを有する本市の区域内に住所を有する者が，第１項の

申告書を提出するときは，法第３１７条の２第１項各号に掲げる事項のうち総務省令

で定めるものについては，総務省令で定める記載によることができる。 

第２８条の２の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改める。 

第２８条の２の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め，同

条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」に改め，「もの」の

右に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける者で本市の区域内に住所を有するも

のであって，扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養

者である者」を加える。 

第２８条の３第１項中「同条第６項」を「同条第７項」に，「第７項」を「第８項」



 
 

に改める。 

第６８条の２の次に次の１条を加える。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

第６８条の３ 日本赤十字社が所有する軽自動車等で法第４４５条第２項の規定により

軽自動車税を課することができないものは，次に掲げるものとする。 

   救急用の軽自動車等 

   巡回診療又は患者の輸送の用に供する軽自動車等 

   血液事業の用に供する軽自動車等 

   救護資材の運搬の用に供する軽自動車等 

第７６条第２項本文中「第４４５条第１項」の右に「，第６８条の３」を加える。 

附則第１６条の４の６に次の１項を加える。 

３ 自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものに対する第６９条の３第２項（同

条第４項において準用する場合を含む。）及び前項の規定の適用については，当該軽

自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までの間に行われたとき

に限り，これらの規定中「１００分の２」とあるのは，「１００分の１」とする。 

附則第１６条の５表以外の部分中「初回車両番号の指定」を「初回車両番号指定（以

下この条において「初回車両番号指定」という。）」に改め，同条に次の３項を加える。 

２ 法附則第３０条第２項に規定する３輪以上の軽自動車に対する第７０条の規定の適

用については，当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り，当

該軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り，次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号ウ ( イ ） ３，９００円 １，０００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( a ） ６，９００円 １，８００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( b ） １０，８００円 ２，７００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( a ） ３，８００円 １，０００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( b ） ５，０００円 １，３００円 

３ 法附則第３０条第３項に規定するガソリン軽自動車のうち３輪以上のものに対する

第７０条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽



 
 

自動車税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号ウ ( イ ） ３，９００円 ２，０００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( a ） ６，９００円 ３，５００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( b ） １０，８００円 ５，４００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( a ） ３，８００円 １，９００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( b ） ５，０００円 ２，５００円 

４ 法附則第３０条第４項に規定するガソリン軽自動車のうち３輪以上のものに対する

第７０条の規定の適用については，当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽

自動車税の種別割に限り，当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３年３

月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車税の

種別割に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第７０条第２号ウ ( イ ） ３，９００円 ３，０００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( a ） ６，９００円 ５，２００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）a( b ） １０，８００円 ８，１００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( a ） ３，８００円 ２，９００円 

第７０条第２号ウ ( ウ ）b( b ） ５，０００円 ３，８００円 

附則第１７条を次のように改める。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１７条 市長は，納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることをそ

の納期限（納期限の延長があったときは，その延長された納期限）後において知った

場合において，当該事実が生じた原因が，法附則第３０条の２第２項に規定するもの

であるときは，同項に規定する申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在にお

ける当該不足額に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして，軽自動車税の種別割

に関する規定（第７４条，第７５条及び法第４６３条の２０の規定を除く。）を適用

する。 

附則第２４条の２の見出し中「の敷地」を削り，同条第３項中「前２項」を「第１項

から前項まで」に改め，同項を同条第５項とし，同条第２項中「第１１条の６第２項」

を「第１１条の７第５項」に，「同条第２項」を「同条第５項」に，「附則第４４条の



 
 

２第５項」を「附則第４４条の２第９項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第１項

中「第１１条の６第１項」を「第１１条の７第４項」に，「ことにより」を「ことによ

って」に改め，「（同項に規定する土地等をいう。）」及び「（同法第１１条の４第６

項に規定する譲渡をいう。）」を削り，同項を同条第３項とし，同条に第１項及び第２

項として次の２項を加える。 

その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等（東日本大

震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の７第３項に規

定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。）が行われた日におい

て当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し，当該警戒区域設定指示等が行われ

たことによりその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が，当

該居住の用に供することができなくなった家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用

に供されている土地等（同条第１項に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同法第１１条の４第６項に規定する譲渡をいう。以下この条において

同じ。）をした場合には，附則第１８条の２第３項中「第３５条の２まで，第３６条

の２，第３６条の５」とあるのは「第３４条の３まで，第３５条（東日本大震災の被

災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の７第１項の規定により

適用される場合を含む。），第３５条の２，第３６条の２若しくは第３６条の５（こ

れらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第

１１条の７第１項の規定により適用される場合を含む。）」と，附則第１８条の３中

「租税特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る

国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の７第１項の規定により適用される租

税特別措置法第３１条の３第１項」として，附則第１８条の２又は附則第１８条の３

の規定を適用する。 

２ その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行わ

れた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し，当該警戒区域設定指

示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなった所得割の納税

義務者（以下この項において「被相続人」という。）の相続人（東日本大震災の被災

者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第１１条の７第２項に規定する相続

人をいう。以下この項において同じ。）が，当該居住の用に供することができなくな

った家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場



 
 

合（当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等

を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。）における当該家屋及び当該家

屋の敷地の用に供されている土地等（当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されてい

る土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において当該

家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは，当該家屋及び当該

家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。

以下この項において同じ。）の譲渡については，当該相続人は，当該家屋を当該被相

続人がその取得をした日として法附則第４４条の２第７項に規定する政令で定める日

から引き続き所有していたものと，当該直前において当該家屋の敷地の用に供されて

いる土地等を所有していたものとそれぞれみなして，前項の規定により読み替えられ

た附則第１８条の２又は附則第１８条の３の規定を適用する。 

附則第２７条を附則第２９条とし，附則第２６条を附則第２８条とし，附則第２５条

の次に次の２条を加える。 

 （東日本大震災に伴い用途を廃止した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の環

境性能割の特例） 

第２６条 法附則第５３条の２第２項第１号に規定する自動車等持出困難区域（以下

「自動車等持出困難区域」という。）内の自動車等（同項各号列記以外の部分に規定

する自動車等をいう。）の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日

から令和３年３月３１日までの間に取得された法附則第５７条第３項に規定する他の

３輪以上の軽自動車に対しては，当該他の３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。 

（東日本大震災に伴い用途を廃止した自動車等の代替軽自動車等に係る軽自動車税の種

別割の特例） 

第２７条 法附則第５８条第１項各号に掲げる期間中に取得された同条第５項に規定す

る他の３輪以上の軽自動車，同条第７項に規定する他の二輪自動車等又は同条第９項

に規定する他の小型特殊自動車に対しては，当該他の３輪以上の軽自動車，他の二輪

自動車等及び他の小型特殊自動車に対して課する同条第１項各号に掲げる年度分の軽

自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。 

第３条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１６条の５に次の１項を加える。 



 
 

５ 第２項に掲げる３輪以上の軽自動車のうち，自家用の乗用のものに対する第７０条

の規定の適用については，当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り，当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り，第２項の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第４条 京都市市税条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第８項前段中「市民税と」を「市民税，法第４１条第１項の規定により」に改

め，「府民税」の右に「及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第７条第１項

の規定によりこれらと併せて賦課徴収を行う森林環境税」を加え，「固定資産税と」を

「固定資産税及び第２２２条第１項の規定により」に改め，同項後段中「とこれと併せ

て徴収する個人の府民税については，第６項中」を「，個人の府民税及び森林環境税に

対する第６項の規定の適用については，同項中」に改める。 

第３０条第２項中「おいては，当該個人の府民税」を「は，法又は森林環境税及び森

林環境譲与税に関する法律に特別の定めがある場合を除くほか，当該個人の府民税及び

森林環境税」に改める。 

第３２条の８第１項中「なった場合において」を「なった場合に」に，「ある場合に

おいて」を「あるとき」に，「ない場合において」を「ないとき」に改め，同条第２項

を次のように改める。 

２ 前条第１項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民

税の納税者について，既に特別徴収義務者から納入された給与所得に係る特別徴収税

額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべ

き給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。）には，当該過納又は誤納に係る

税額は，法第１７条の規定の例により当該納税者に還付する。この場合において，当

該納税者の未納に係る徴収金があるときは，当該還付すべき税額は，法第１７条の２

の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして，同条第３項，第

６項及び第７項の規定を適用することができるものとし，当該特別徴収義務者につい

て法第１７条から第１７条の２の２までの規定は，適用しない。 

第３２条の８の１０第１項中「おいては」を「は」に改め，同条第２項を次のように



 
 

改める。 

２ 第３２条の８の７第３項（第３２条の８の８第３項において読み替えて準用する場

合を含む。）の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴

収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者に

ついて，既に特別徴収義務者から納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所

得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係

る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金所

得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）には，

当該過納又は誤納に係る税額は，法第１７条の規定の例により当該特別徴収対象年金

所得者に還付する。この場合において，当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴

収金があるときは，当該還付すべき税額は，法第１７条の２の２第１項第２号に規定

する市町村徴収金関係過誤納金とみなして，同条第３項，第６項及び第７項の規定を

適用することができるものとし，当該特別徴収義務者について法第１７条から第１７

条の２の２までの規定は，適用しない。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各

号に定める日から施行する。 

   第１条中附則第６条の改正規定並びに次条第２項及び第３項の規定 令和元年６月

１日 

  第２条中第６８条の２の次に１条を加える改正規定，第７６条並びに附則第１６条

の４の６，附則第１６条の５及び附則第１７条の改正規定並びに附則第２７条を附則

第２９条とし，附則第２６条を附則第２８条とし，附則第２５条の次に２条を加える

改正規定並びに附則第５条の規定 令和元年１０月１日 

  第２条中第１６条，第２８条，第２８条の２の２，第２８条の２の３，第２８条の

３及び附則第２４条の２の改正規定並びに附則第３条の規定 令和２年１月１日 

  第３条の規定 令和３年４月１日 

  第４条及び附則第４条の規定 令和６年１月１日 

（個人の市民税に関する規定の適用区分） 

第２条 第１条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「改正後の条例」という。）



 
 

附則第５条の３及び附則第２４条の規定は，令和元年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し，平成３０年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

２ 改正後の条例附則第６条の規定は，令和２年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し，令和元年度分までの個人の市民税については，なお従前の例による。 

３ 令和２年度分の個人の市民税に限り，改正後の条例附則第６条の適用については，同

条中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は同条第１項第１号に

掲げる寄附金（令和元年６月１日前に支出したものに限る。）」と，「送付」とあるの

は「送付又は地方税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号）附則第１３条

第７項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第１条の規定による改正前の

地方税法附則第７条第１２項の規定による同条第８項に規定する申告特例通知書の送

付」とする。 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の京都市市税条例（以下「令和２年

改正後の条例」という。）第２８条第５項の規定は，令和２年１月１日以後に令和２年

度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し，同日前に

当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告

書を提出する場合については，なお従前の例による。 

２ 令和２年改正後の条例第２８条の２の３第１項の規定は，令和２年１月１日以後に支

払を受けるべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する令和２年改正後の条例

第２８条の２の３第１項に規定する申告書について適用する。 

３ 令和２年改正後の条例附則第２４条の２の規定は，令和２年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し，令和元年度分までの個人の市民税については，なお従前の例に

よる。 

第４条 第４条の規定による改正後の京都市市税条例（以下「令和６年改正後の条例」と

いう。）第５条第８項の規定は，令和６年度以後の年度分の個人の府民税，個人の市民

税及び森林環境税について適用し，令和５年度分までの個人の府民税及び個人の市民税

については，なお従前の例による。 

２ 令和６年改正後の条例第３２条の８第２項及び第３２条の８の１０第２項の規定は，

令和６年度以後の年度分の個人の市民税に係る過納又は誤納に係る税額について適用し，

令和５年度分までの個人の市民税に係る過納又は誤納に係る税額については，なお従前



 
 

の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の京都市市税条例（以下「令和元年

１０月改正後の条例」という。）の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は，令

和元年１０月１日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環

境性能割について適用する。 

２ 令和元年１０月改正後の条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は，令和２年

度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。 

３ 平成２４年４月１日から地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１

３号。以下「平成２８年改正法」という。）附則第１条第５号の４に掲げる規定の施行

の日の前日までの間に総務大臣が平成２８年改正法第２条の規定による改正前の地方税

法（以下「平成２８年旧法」という。）附則第５２条第２項第１号の規定により指定し

て公示した同号に規定する自動車持出困難区域（以下「旧自動車持出困難区域」とい

う。）のうち，地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平

成２４年法律第１７号）の施行の日以後最初に平成２８年旧法附則第５２条第２項第１

号の規定により指定して公示した区域（以下「初回指定旧自動車持出困難区域」とい

う。）については，平成２３年３月１１日を地方税法等の一部を改正する法律（平成３

１年法律第２号）附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の地方税法（以下「令和

元年１０月新法」という。）附則第５３条の２第２項第１号の規定による同号に規定す

る自動車等持出困難区域（以下「自動車等持出困難区域」という。）を指定する旨の公

示があった日とみなして，令和元年１０月改正後の条例附則第２６条及び附則第２７条

の規定を適用する。 

４ 旧自動車持出困難区域のうち，初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については，

当該区域に係る平成２８年旧法附則第５２条第２項第１号の規定による旧自動車持出困

難区域を指定する旨の公示があった日を令和元年１０月新法附則第５３条の２第２項第

１号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして，令

和元年１０月改正後の条例附則第２６条及び附則第２７条の規定を適用する。 

（行財政局税務部税制課） 

 


